
各種健康診断実施医療機関の新規契約について 

 

 令和５年８月１日より当組合と直接契約をしております健診実施医療機関に

つきまして、下記の医療機関を追加いたしますので、ご案内いたします。 

 つきましては、新規で受診を希望される方や、既にお申し込みされている他の

医療機関から変更を希望される方等は、当組合までご連絡ください。 

 

記 

 

・健診実施医療機関名   福島健康管理センター 

・所在地         大阪府大阪市福島区玉川２－１２－１６ 

・電話番号        ０６－６４４１－６８４８ 

・受診できる健診     生活習慣病健診、簡易生活習慣病健診、 

婦人生活習慣病健診、日帰り人間ドック 

・日帰り人間ドックの   ２８，５００円(税込) 

 受診者一部負担金 

 

 

・健診実施医療機関名   近畿健診センター 

・所在地         大阪府大阪市北区西天満５－９－３ 

             アールビル本館２階 

・電話番号        ０６－６３６５－１６５７ 

・受診できる健診     生活習慣病健診、簡易生活習慣病健診、 

婦人生活習慣病健診、日帰り人間ドック 

・日帰り人間ドックの   ２８，５００円(税込) 

 受診者一部負担金 

 

※ ご不明な点等がございましたら、当組合保健事業課までお問い合わせくだ 

さい。 

 

お問い合わせ先：保健事業課       ０３－３８６６－８１４１ ダイヤル「３」 


